
垂井町庁舎跡地等活用基本計画策定業務仕様書 

 

１ 業務の目的 

  本業務は、垂井町役場庁舎移転後に跡地となる現庁舎敷地と建物及びこれに隣接する中央公民館

の敷地と建物（以下「庁舎跡地等」という。）を、中山道垂井宿を含めた当該地区の活性化と本町の

まちづくりに有効活用するための方法等について、平成 30 年度に策定した「垂井町現庁舎敷地等

活用基本構想（以下）「基本構想」という。」の成果を踏まえ、基本計画の策定に向けた調査、検討

を行うことを目的とする。 

 

２ 業務名 

  垂井町庁舎跡地等活用基本計画策定業務 

 

３ 履行期間 

  契約締結の日から 2020年３月 31日まで 

 

４ 業務場所 

  岐阜県不破郡垂井町 役場 地内 

 

５ 業務内容 

５－１ 基本計画の策定 

  基本構想を踏まえ、内容を改めて具体的に検討する。 

（１）条件の整理 

  ア 検討経緯の整理 

    これまでの庁舎跡地等に関する検討経緯を整理する。 

  イ 関連法規制等の整理 

    法規制、敷地面・形状、接道条件などの前提条件を整理する。 

  ウ 現状と課題の整理 

    役場庁舎が移転することへの当該地区への影響、庁舎及び中央公民館等の建物の老朽化・耐

震化への対応、中山道垂井宿通りの賑わい創出などについて現状と課題を整理する。 

  エ 基本理念・コンセプトの整理 

    基本構想における基本方針等を踏まえ、本町の新たな賑わい拠点に向けた庁舎跡地等の位置

づけや整備方針を整理する。 

（２）導入施設（用途）検討 

基本構想に掲げる「誰もが楽しく・安全に集える垂井の賑わいづくり」を実現するため、導入

施設（用途）について、以下の項目に関して検討する。 

  ア 導入施設（用途）の精査 

    導入施設（用途）に関する、必要な機能・諸室、利用方法、配置上の条件、規模、計画時の

留意点等を整理する。 

  イ 導入施設（用途）の連携方策の検討 



    各導入施設（用途）間の連携及び中山道垂井宿をはじめとする地域資源との連携方法を検討

する。 

（３）ゾーニング案の作成 

  ア 概略規模の算定 

    上記（２）の導入施設（用途）について、概略規模を算定する。 

  イ ゾーニング基本方針の策定 

各施設機能の大きさや配置等、動線、駐車場等附帯施設の考え方などゾーニングの基本方針

を策定する。 

  ウ ゾーニング図を作成 

    ゾーニングの基本方針をもとに、庁舎跡地等の土地利用規制・現況等も踏まえ、ゾーニング

図を作成する。 

（４）施設基本計画の作成 

  ア イメージパース図の作成 

    上記（３）をベースにイメージパース図を作成する。 

  イ 事業手法の検討 

    当業務の今後の実施にあたり、設計・建設・維持管理・運営についての事業手法を検討する。

また、先進事例を踏まえ、民間活力の導入等についても可能性を検討する。 

（５）概算事業費の算定 

  ア イニシャルコストの算定 

    概算工事費、外構工事費等の概算事業費を算定する。 

  イ ランニングコストの算定 

    運用費、保全費、更新費、一般管理費等の概算費用を算定する。 

（６）その他、基本計画の策定に必要な事項 

 

５－２ 会議等への支援及び町民意見の集約等 

（１）（仮称）垂井町庁舎跡地等活用のあり方検討委員会への支援 

   基本計画の検討期間内に４回程度開催し、資料の作成と説明を行う。 

（２）町民ワークショップへの支援 

   基本計画の検討期間内に３回程度開催し、町民意見の整理・分析などを通して、検討委員会へ

の提案の原案を形成するとともに、町民との情報共有を図る。 

（３）庁内検討委員会への支援 

   必要に応じて開催するため、資料の作成と説明を行う。 

（４）パブリックコメント等の実施 

   町民との情報共有を図るため、町の広報誌やホームページでの広報やパブリックコメントを実

施することから、掲載素案や町民意見の整理、修正案への反映等の支援を行う。 

（５）その他、基本計画の策定に必要な事項 

 

６ 業務実施上の注意事項 

（１）業務打合せ 



   受託者は、本業務の範囲について発注者と連絡を密にし、かつ、十分な協議を行う等の方法に

より業務の目的を達成しなければならない。 

（２）業務報告 

   受託者は、本業務の進捗状況等を必要に応じて発注者の求めにより提出しなければならない。 

（３）法令等の遵守 

   受託者は、本業務の実施にあたっては、関係法令等を遵守しなければならない。 

（４）関係資料の提供 

   発注者は、本業務に必要な資料、データ（個人情報に属するものを除く。）を提示、貸与する。 

（５）守秘義務 

  ア 受託者は、本契約の履行により知り得た業務の内容を一切他に漏らしてはならない。本契約

の履行後又は解除後も同様とする。 

  イ 受託者は、本契約の履行について、業務の全部又は主要な部分を第三者に委託してはならな

い。 

  ウ 受託者は、データの取扱いにあたっては、データの保護管理体制について必要な規定を設け、

適正な管理を行い、情報の滅失、棄損等の事故を防止しなければならない。 

（６）権利 

   本契約の履行によって生じる権利は、発注者に帰属するものとする。 

（７）疑義 

   受託者は、業務の内容に疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議のうえ、その指示に従わ 

なければならない。 

 

７ 成果品 

（１）基本計画本編、基本計画概要版を各１部 

（２）上記電子データを CD-Rで１部 


